
 

 

 

 

 

第７章 プランの着実な推進に向けて 
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１ 市民と共に創る長寿社会 
   「京都市民長寿すこやかプラン」を着実に推進し，安心して暮らせる長寿社会を

創っていくためには，市民・地域社会，サービス事業者・企業，行政がそれぞれの

役割を発揮し，主体的に関わることが求められています。 

   本市では，自助・共助・公助の考え方に基づく新しい福祉社会の構築に向けて，

平成１６年３月に「京（みやこ）・地域福祉推進プラン」を策定しましたが，この

プランとの連携を通じて，協働をより確かなものとしていきます。 

 

（１）市民・地域社会の役割 

   市民一人ひとりが，常に健康の保持・増進や介護予防に努めるとともに，生きが

いを持って生活していくことが必要です。また，介護保険制度では，高齢者はサー

ビスの利用契約の当事者として主体的に行動することが求められており，介護サー

ビスやその他の高齢者保健福祉サービスの質を高めていくためにも積極的に意見

を述べていく必要があります。 

   地域社会では，市民が積極的に地域活動に参加したり，近隣での支え合い活動の

担い手として活動するなど，地域全体で高齢者を支えていくという視点がますます

重要となります。 

    

（２）サービス事業者・企業の役割 

   サービス事業者は，良質なサービスを市民に提供することはもとより，市民のボ

ランティア活動等の地域活動や行政が提供する施策・事業との連携を充分図ってい

くことが重要となります。 

   また，多数の企業がシルバーサービスの分野に進出していますが，高齢者や障害

者も共に用いることができるユニバーサルデザイン製品の開発・供給や，ＩＴによ

るコミュニケーション・バリアフリーの実現など長寿社会への貢献を目指した多様

な取組が求められています。そのほか，企業においても，育児・介護休業法の遵守

をはじめ，地域社会の一員として地域活動を支援したり，従業員のボランティア活

動を奨励することなどがますます重要となってきています。 

 

（３）行政の役割 

 

  ① 情報提供の充実 

    高齢者が自らの意思に基づき，利用する介護サービスやその他の高齢者保健福

祉サービスを選択し，その利用によって生活の維持・向上を図っていくためには，

各種情報が的確に伝わることが必要です。高齢者に必要な情報は多岐にわたって
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おり，様々な機会を通じて総合的な情報提供を図るとともに，外国人やコミュニ

ケーションに障害のある高齢者等，情報弱者といわれる市民にも配慮して取り組

みます。 

    また，市民・地域社会の役割が充分発揮できるよう，介護保険制度をはじめと

する各種制度の内容や本市の高齢者保健福祉に関する取組状況等について，本市

職員が市民の身近な場所に直接出向いて説明を行う市政出前トーク等で説明し，

まちづくりについて共に考える学習機会を提供します。 

 

  ② 総合的な相談体制の充実・強化 

    市民の多様なニーズに対応するため，総合的な相談体制をさらに充実・強化し

ていく必要があります。本市では，市民に身近な行政機関である福祉事務所に高

齢者総合相談窓口を設置していますが，地域包括支援センター，民生委員・児童

委員，老人福祉員やサービス事業者との連携を強化し，市民がいつでも気軽に相

談できる体制を整備します。 

    また，市民が市役所等への問い合わせを，３６５日，市役所の閉庁日でも，電

話，ファックス，電子メール等自分に合った方法で，一度で済ませることができ

る新しい問い合わせ窓口「市政情報総合案内コールセンター」（愛称：京都いつ

でもコール）を有効に活用し，相談の対応や市民ニーズの把握に努めます。 

     

  ③ 権利保障の推進 

    自己決定能力が低下していることにより，サービスの利用手続等が困難な認知

症高齢者や障害のある高齢者には，地域福祉権利擁護事業による支援や成年後見

制度の利用による対応のほか，行政を中心とした地域社会や関係者の積極的な関

わりによって，その方の権利を保障していきます。 

    また，依然として家族介護の中心的な担い手となっている女性の問題や虐待を

受けている高齢者の問題，情報が届きにくい外国籍高齢者の問題等に対し，問題

解決を図る取組を進めます。 

 

  ④ 市民参加の推進と新たな課題の探求 

    市民とともに豊かな長寿社会を創っていくため，市民や地域社会のニーズに応

じた情報提供や支援に努めるとともに，市民から寄せられる意見・提言等を基に，

新たな課題を常に探求し，市民サービスの向上に努めます。  

   

 

  

 

 185



【市民参加による市民サービスの向上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京  都  市

○情報提供，支援

○有効な市民参加

の仕組みづくり

利便性の向上 

○意見・提言 
○苦情・相談 

評  価 

市     民 

 

 

 

 

 

○ニーズの蓄積 
○新たな課題の探求 
○施策・事業の実施方法の改善 
○市民ニーズに合った政策立案と適正な 
 財源配分  等 
市民サービスの向上 
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２ 全庁的な取組による総合的な施策の推進 
   高齢社会対策は保健福祉分野だけではなく，あらゆる分野での対策が必要である

ため，本市では，これまでから庁内組織である安らぎ先進都市推進会議を中心に連

携を図ってきました。今後も全庁を挙げて総合的な施策の推進に取り組みます。 
 

【多分野にまたがる高齢者施策】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雇  用 

社 会 参 加 

世 代間交流

福祉教育 

保

 

権利擁護 

消費経済 

地域経済・産業 

コミュニティ

ビジネス 

Ｎ Ｐ Ｏ 

ボランティア

地域交流・活動 

文化・スポーツ 

情  報 

防犯・防災 

公 共 施 設 住 環 境 

高 齢 者 

交通・道路 

家 族 

健・医療・福祉

生 活 環 境 

社 会 環 境 
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３ 関係機関・関係団体等との連携 
   「京都市民長寿すこやかプラン」は，本市の高齢者施策の総合計画として，元気 

な高齢者から介護を必要とする高齢者，あるいは高齢期に向かう壮年期の方まで幅 

広く対象にしていますが，その推進に当たっては関係機関・関係団体等の協力が不 

可欠です。今後とも相互に連携を図り，協力関係を強固なものとしていきます。 

 
    

４ 京都府及び他の市町村との連携 
居宅サービス事業が広域的に提供されることや，施設サービス及び介護専用型居

住系サービス等においても近隣市町村との間で入所・入院者の流出入があることな

どから，京都府や近隣市町村との密接な連携を図ります。 
また，大都市共通の課題に対応していくため，他の政令指定都市とも連携を図り

ます。 
 

（１）京都府との連携 
介護サービスの基盤整備については，市域のみではなく，広域的な調整が求め 

られるため，京都府との密接な連携が必要です。京都府は介護サービス等事業者の

指定，実地指導，適正な事業運営ができない事業者の指定取消等を行っていますが，

市民が良質な介護サービスを利用できるよう，京都府の業務の遂行に協力します。 
また，人材の養成や研修，介護保険事業の適正かつ円滑な運営のための情報交換，

高齢者保健福祉全般についての意見交換等を行います。 
 
（２）近隣市町村との連携 
   近隣市町村とは，介護サービス等事業者の新規参入の動向やサービスの提供状況，

適正な事業運営ができない事業者等の情報交換を中心に連携するとともに，地域の

共通の課題についても意見交換等を行います。 

 

（３）政令指定都市との連携 

   これまでから政令指定都市及び東京都による民生主管局長会議等を定期的に開

催し，高齢者保健福祉施策の推進や介護保険事業の円滑な運営等について，大都市

共通の課題を中心に意見交換等を行ってきました。 

今後とも，他都市の情勢を把握し，先進的な取組を本市の実情に合わせて積極的

に取り入れるとともに，全国的な課題や問題点については国に要望していきます。 
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５ プランの進捗管理 
（１）京都市民長寿すこやかプラン推進協議会での進捗管理 
   プランの進捗状況を定期的に点検・評価し，その結果に基づいて必要な対策・措

置を講じていく必要があります。本市では，これを協議する場として「京都市民長

寿すこやかプラン推進協議会」を設置しており，引き続き，市民公募委員をはじめ，

保健，医療，福祉の関係者による協議を行っていきます。 

  

 

【プランの推進のためのＰＤＣＡ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐｌａｎ（計画） 
○プランの見直し 

京 都 市 

京
都
市
民
長
寿
す
こ
や
か
プ
ラ
ン

推
進
協
議
会 市 

協 議

情

公募委員

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

○実施方法等の改善 
○必要な施策・事業の検討 

Ｄｏ（実施） 
○プランに基づいた施策・事

業の実施 

議 

論 

市 議 会 
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民 

報提供

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）

○プランの進捗状況の点検・

評価 
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（２）進捗状況の報告・周知 
プランの進捗状況について市民や関係者に知っていただくため，「京都市民長寿 

すこやかプラン推進協議会」やサービス事業者連絡会等での報告のほか，ホーム 
ページ等による周知を行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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                                                      資料１ 
主なサービスの提供体制

 
                                      
 
 
 
 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

虚
弱
な
高
齢
者 

要
支
援
・
要
介
護
高
齢
者 

高
齢
者
全
体 

●市民すこやかフェア 
●老人園芸ひろば 
●シルバー人材センター 
●洛西ふれあいの里保養研修センター

●長寿すこやかセンター 

●老人クラブ 
●老人クラブハウス 

●健康教育（介護予防講座），健康相

談（生活機能相談），健康診査 
●栄養改善（高齢者栄養教室） 
●成人・妊婦歯科健診相談指導 
●老人福祉センター 
●老人いこいの家 

●養護老人ホーム 
●軽費老人ホーム，ケアハウス 

●成年後見制度 
●地域福祉権利擁護事業 
●高齢者虐待防止事業 

○市社会福祉協議会 
●短期入所生活介護緊急利用者援護 
事業（緊急ショートステイ） 

●入浴サービス 
●すまいよろず相談 
●リフォーム融資 

●介護予防拠点 
●すこやか生活支援介護予防事業 
●介護予防訪問指導 
●運動器の機能向上教室 
●高齢者低栄養相談 
●口腔機能向上教室 

○区社会福祉協議会 

●配食サービス 

○民生委員・児童委員 
○老人福祉員 
○学区社会福祉協議会 
○地域包括支援センター 

●家族介護用品 
●徘徊高齢者あんしんサー

ビス 
●介護実習・普及センター

●家族介護者ヘルパー研修

 受講支援事業 
●高齢者及び介護者のホー

ムケア促進事業 

○近隣住民 
○自治会・町内会

○ボランティア 
●緊急通報システ

●日常生活用具 

●健康すこやか学級 
●訪問型介護予防事業 

【介護（予防）サービス】 
・居宅介護支援      ・訪問看護         ・訪問入浴介護                ・施設サービス 
・訪         ・通所サービス       ・訪問リハビリテーション           ・短期入所サービス 
・小 機能型居宅介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・福祉用具貸与                ・特定施設入居者生活介護 
・居 管理指導 

192 

  
市レベル 行政区レベル 日常生活圏域レベル 家族，近隣 

○関係団体，機関等を示す。
          

          

          
   

 

ム 
問介護

規模多

宅療養



資料２ 

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 京都市民長寿すこやかプラン(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)（以下「プ

ラン」という。）の進捗状況を点検・評価し，円滑な推進を図るとともに，３年ごとのプ

ランの見直しに関する協議を行うため，京都市民長寿すこやかプラン推進協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 協議会は，委員３０名以内をもって組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから，市長が委嘱し，又は任命する。 

（１）学識経験者 

（２）保健，医療，福祉の関係者 

（３）被保険者 

（４）その他市長が適当と認める者 

３ 委員の一部には，市民公募委員を含めることができる。 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は，平成１８年３月３１日までとする。ただし，補欠の委員の任期は， 

前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は，委員の互選とする。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは，あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第５条 協議会は，会長が招集する。 

２ 会長は，協議会の議長となる。 

３ 会長は，必要があると認めるときは，委員を構成員とする分科会を設置することがで

きる。 

４ 協議会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は，保健福祉局長寿社会部長寿福祉課において行う。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，協議会に必要な事項は所轄局長が定める。 

   

 附 則 

 この要綱は平成１５年６月１日から施行する。 

 本要綱の施行日をもって，京都市介護保険等運営協議会設置要綱を廃止する。 

 第５条の規定にかかわらず，第１回目の協議会は市長が招集する。  

 193



資料３ 

 

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会ワーキンググループ運営要領 

 

１ ワーキンググループの設置 

  京都市民長寿すこやかプラン推進協議会設置要綱第５条第３項の規定に基づき，

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会（以下「協議会」という。）に諮る前の議

題の論点整理や協議会開催後の細部の検討等を目的とした次の各号に定めるワーキ

ンググループ（分科会）を設置する。  

（１） 京都市高齢者保健福祉計画の見直しに関する事項を協議する高齢者保健福祉計 

画ワーキンググループ 

（２）京都市介護保険事業計画の見直しに関する事項を協議する介護保険事業計画ワ

ーキンググループ 

（３）介護サービスの質の確保，向上を目指した取組に関する事項を協議する介護サ 

ービスの質的向上ワーキンググループ 

（４）整備計画の策定及び評価，地域密着型サービスの運営に関する事項を協議する

基盤整備計画等ワーキンググループ 

 

２ 招集 

（１）ワーキンググループは，京都市民長寿すこやかプラン推進協議会長（以下「会

長」という。）が招集する。 

（２）ワーキンググループの構成員は，会長が指名する。 

（３）ワーキンググループは，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，

意見の陳述，説明その他の必要な協力を求めることができる。 

 

３ 庶務 

（１）高齢者保健福祉計画ワーキンググループ及び基盤整備計画等ワーキンググループの庶

務は，京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課において行う。 

（２）介護保険事業計画ワーキンググループ及び介護サービスの質的向上ワーキング

グループの庶務は，京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課において行う。 

 

４ 補則 

  この要領に定めるもののほか，ワーキンググループに必要な事項は会長が定める。 

 

  附則 

  この要領は，平成１５年８月２５日から施行する。 

     

附則 

  この要領は，決定の日から施行する。(平成１７年４月２５日付け決定。) 

 
194



（五十音順・敬称略，◎は会長）

足　達　慶　信 （社）京都府歯科医師会理事 ○ 　

荒　綱　清　和 （社）呆け老人をかかえる家族の会京都支部代表 　 　 ○ ○

伊多波　良　雄 同志社大学経済学部教授 　 ○

上　原　春　男 （社）京都府医師会副会長 　 ○ ○

小　川　俊　夫 市民公募委員 ○

長　上　深　雪 龍谷大学社会学部教授 ○

上　林　周　司 日本労働組合総連合会京都府連合会執行委員 ○

木　俣　茂　子 京都市民生児童委員連盟理事 ○ 　 　 ○

木　村　晴　恵 京都府介護支援専門員協議会副会長 　 ○

源　野　勝　敏 京都市在宅介護支援センター連絡協議会副会長 ○ 　 ○

玄　武　淑　子 （社）京都市老人クラブ連合会会長 ○ 　 　

斎　藤　豊　子 市民公募委員 ○

坂　口　秀　史 市民公募委員 ○

佐　藤　重　紀 京都商工会議所会員サービス部長 　 ○

里　村　一　成 京都大学大学院医学研究科助教授 ○ 　

真　田　滋　子 市民公募委員 　 ○ ○

清　水　　　保 京都府老人保健施設協会理事 ○

清　水　　　紘 京都介護療養型医療施設連絡協議会会長 ○

田　中　千　秋 （社）京都府看護協会常任理事 ○

玉　置　すみゑ （福）京都市社会福祉協議会経営室経営部部長 ○ ○

橋　本　佳代子 京都市地域女性連合会常任委員 　 ○

 ◎浜　岡　政　好 佛教大学社会学部教授 　 ○ ○

福　岩　洋　子 京都府訪問看護ステーション協議会会長 ○ 　 　 　

増　田　良　子 市民公募委員 ○

三　村　浩　史 関西福祉大学教授，京都大学名誉教授 ○ 　

森　永　敏　博 京都府理学療法士会代表 ○ ○

山　下　綾　子 京都弁護士会 　 ○

山　田　尋　志 京都市老人福祉施設協議会会長 　 ○ ○

吉　光　敏　泰 市民公募委員 ○ ○

渡　邊　能　行 京都府立医科大学教授 　 ○ ○

資料４

氏　　　名 所属団体，役職など

ワーキンググループ

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会委員名簿

高齢者保健
福祉計画

介護保険
事業計画

サービスの
質的向上

基盤整備
計画等
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【前委員】

（五十音順・敬称略，「所属団体，役職など」は委員就任当時）

氏　　　名

梶　谷　菊　枝

弘　部　俊　彦

宮城島　一　明

森　永　 　理

京都大学大学院医学研究科助教授

京都府老人保健施設協会理事

備考

平成１５年９月まで

平成１６年６月まで

京都市在宅介護支援センター連絡協議会常任委員

所属団体，役職など

（社）京都府歯科医師会理事

平成１７年５月まで

平成１７年５月まで
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資料５ 
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会及び 

各ワーキンググループの開催日・議題 
 
１ 京都市民長寿すこやかプラン推進協議会 
【平成 15 年度】 

 開 催 日  議   題 

第 1 回 平成 15 年 8 月 25 日 ①会長の互選，会長職務代理者の指名について 

②会議の運営方法等について 

③国の動向について 

④京都市の取組状況について 

⑤平成 15 年度関連予算の概要について 

第 2 回 平成 15 年 12 月 22 日 ①国の動向について 

②京都市の取組状況について 

③「京都市民長寿すこやかプラン」の進捗状況につい

 て 

第 3 回 平成 16 年 3 月 26 日 ①国の動向について 

②京都市の取組状況について 

③平成 16 年度関連予算（案）の概要について 

④「京都市民長寿すこやかプラン」の見直しに向けた

課題の抽出について 

 

 

【平成 16 年度】 

 開 催 日  議   題 

第 1 回 平成 16 年 8 月 30 日 ①国の動向について 

②本市の取組状況について 

③現行プランに重点課題ごとの取組状況と課題の抽出

について 

④調査の設計に当たっての基本的視点について 

第 2 回 平成 16 年 10 月 25 日 ①国の動向について 

②「高齢者の生活と健康に関する調査」等について 
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 開 催 日  議   題 
第 3 回 平成 17 年 3 月 28 日 ①国の動向について 

②平成 17 年度本市関係予算について 

③「高齢者の生活と健康に関する調査」等の結果報告

について 

④「京都市民長寿すこやかプラン」の見直しのスケジ

ュールについて 

⑤「地域介護・福祉空間整備計画等ワーキンググルー

プ」の設置について 

⑥「地域介護・福祉空間整備計画」等の検討に当たっ

ての主な視点について 

 
 
【平成 17 年度】 

 開 催 日  議   題 
第 1 回 平成 17 年 6 月 20 日 ①国の動向について 

②「高齢者の生活と健康に関する調査」で見られる要

介護状態となるリスク要因の分析について 
③基盤整備計画（施設生活環境改善計画，市町村整備

計画）について 
④現時点における次期プランの介護サービス量の見込

みについて 
⑤介護保険制度の見直しに係る本市の考えについて 

第 2 回 平成 17 年 8 月 29 日 ①国の動向について 
②本市の取組について 
③次期計画における第１号被保険者の保険料段階の設

定について 
④地域密着型サービス等の基盤整備の考えと見込量に

ついて 
⑤地域包括支援センターの円滑な運営と地域支援事業

について 
⑥次期プランの重点課題等の設定と主な記載事項につ

いて 
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 開 催 日  議   題 
第 3 回 平成 17 年 10 月 20 日 ①国の動向について 

②本市の取組について 

③第３期「京都市民長寿すこやかプラン」中間報告に

ついて 

④地域包括支援センターの選定に係る今後の予定につ

いて 

第 4 回 平成 17 年 12 月 20 日 ①第３期「京都市民長寿すこやかプラン」中間報告に

係る市民説明会及びパブリックコメントの実施結果

について 

②日常生活圏域の設定及び地域包括支援センターの設

置について 

③地域密着型サービスの指定事務等について 

④本市における地域支援事業の実施内容について 

⑤第３期「京都市民長寿すこやかプラン」の骨子につ

いて 

第 5 回 平成 18 年 2 月 16 日 ①平成１８年度介護報酬等の改定について 

②地域包括支援センター運営協議会の運営等について

③第３期京都市民長寿すこやかプランの素案について

第 6 回 平成 18 年○月○日 ① 

② 

③ 
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２ ワーキンググループ 
【高齢者保健福祉計画ワーキンググループ】 
 開 催 日  議   題 

第 1 回 平成 16 年 7 月 12 日 高齢者保健福祉（介護保険事業関係を除く）に係る

課題の抽出について 

第 2 回 平成 16 年 9 月 30 日 ①高齢者保健福祉（介護保険事業関係を除く）係る重

点課題毎の検討について（Ⅰ） 

②京都市民長寿すこやかプランの見直しに係る要介護

高齢者等実態調査について 

第 3 回 平成 17 年 3 月 15 日 高齢者保健福祉（介護保険事業関係を除く）係る重

点課題毎の検討について（Ⅱ） 

第 4 回 平成 17 年 4 月 12 日 ①要介護状態となるリスク要因の分析について 

②高齢者保健福祉（介護保険事業関係を除く）係る重

点課題毎の検討について（Ⅲ） 

第 5 回 平成 17 年 6 月 13 日 ①介護保険制度の見直しに係る本市の考えについて 

②次期プランの重点課題等について（Ⅰ） 

第 6 回 平成 17 年 8 月 8 日 ①地域密着型サービス等の基盤整備について（再考） 
②地域包括支援センターの円滑な運営について 
③地域支援事業について 
④次期プランの重点課題等について（Ⅱ） 

第 7 回 平成 17 年 12 月 19 日 ①日常生活圏域の設定及び地域包括支援センターの設

置について 
②地域包括支援センター運営協議会の運営について 
③本市における地域支援事業の実施内容について 

第 8 回 平成 18 年 1 月 23 日 ①地域包括支援センターにおける公正中立性を確保す

るための指針について 

②第３期京都市民長寿すこやかプランの素案について
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【介護保険事業計画ワーキンググループ】  
 開 催 日  議   題 

第 1 回 平成 16 年 7 月 13 日 ①今後の予定について 

②制度改正の動向について 

③介護保険制度と障害者福祉施策の関係について 

④本市の介護保険事業の状況について 

⑤京都市民長寿すこやかプランの見直しに向けた課題

の抽出について 

第 2 回 平成 16 年 9 月 29 日 ①介護保険制度見直しに係る国の検討状況について 

②京都市民長寿すこやかプランの見直しに係る要介護

高齢者等実態調査について 

第 3 回 平成 16 年 12 月 27 日 ①介護保険制度見直しに係る国の検討状況について 

②京都市民長寿すこやかプランの見直しに係る要介護

高齢者等実態調査（供給量調査）について 

第 4 回 

 

 

平成 17 年 5 月 10 日 

 

 

①介護保険制度見直しに係る国の検討状況について 

②第３期介護保険事業計画の策定に係る施設利用の将

来推計等について 

第 5 回 平成 17 年 8 月 9 日 ①介護保険制度見直しに係る検討状況について 

②介護サービス供給量調査結果報告について 

③保険料段階の設定について 

④地域密着型サービスの見込量の分析について 

⑤区・支所別の介護保険事業の実施状況等について 

第 6 回 平成 18 年 2 月 3 日 ①介護報酬の改定及び保険給付費等の算定について 

②第３期京都市民長寿すこやかプランの素案について

③日常生活圏域の分析及び地域密着型サービスに係る

日常生活圏域ごとのサービス量の見込みについて 
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【介護サービスの質的向上ワーキンググループ】 

 開 催 日 議    題 

第 1 回 

 

 

 

平成 15 年 10 月 16 日 ①平成 15 年度京都市介護サービス評価事業の実施に

向けて 

②京都市民長寿すこやかプランにおける介護サービス

の質的向上のための取組について 

第 2 回 平成 16 年 7 月 15 日 ①今後の予定について 

②平成 16 年度京都市介護サービス評価事業の実施に

ついて 

③介護保険サービス提供事業者における市町村への事

故報告に係る基準の作成について 

④京都市民長寿すこやかプランの見直しに向けた課題

の抽出について 

第 3 回 平成 16 年 10 月 7 日 ①介護保険サービス提供事業者における市町村への事

故報告に係る基準の作成について 

②介護保険制度見直しに係る国の検討状況について 

③京都市民長寿すこやかプランの見直しに係る要介護

高齢者等実態調査について 

第 4 回 平成 17 年 5 月 10 日 ①介護保険制度見直しに係る国の検討状況について 

②平成 16 年度京都市介護サービス評価事業について 

③介護サービス提供中の事故発生について 

④第３期介護保険事業計画の策定に係る施設利用の将

来推計等について 

第 5 回 平成 18 年 2 月 10 日 ①介護報酬の改定について 

②第３期京都市民長寿すこやかプランの素案について

③介護サービス提供中の事務について 
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【基盤整備計画等ワーキンググループ】 
 開 催 日 議    題 

第 1 回 平成 17 年 5 月 16 日  基盤整備計画（施設生活環境改善計画，市町村整備

計画）＜案＞について 

第 2 回 平成 17 年 12 月 15 日 ①日常生活圏域の設定について 

②地域密着型サービスの指定事務等について 

第 3 回 平成 18 年○月○日 ① 

② 

③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ロゴマークなど 

〔京都市高齢者保

 
  ■保健福祉局長

    TEL ０７

        〒604-857
  ■保健福祉局長

    TEL ０７

        〒604-092
                 
    ■保健福祉局保

    TEL ０７

        〒604-857
    

    
第３期京都市民長寿すこやかプラン 
健福祉計画・京都市介護保険事業計画（平成１８年度～２０年度〕 

平成１８年○月 
発行：京 都 市 

寿社会部長寿福祉課 
５－２２２－３４０６  FAX ０７５－２２２－３１８９ 

1 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
寿社会部介護保険課 
５－２１３－５８７１  FAX ０７５－２１３－５８０１ 

4 京都市中京区河原町二条下る一之船入町３８４番地 
                  ヤサカ河原町ビル７階 
健衛生推進室健康増進課 
５－２２２－３４１９  FAX ０７５－２２２－３４１６ 

1 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 
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